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第

二

十

二

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

七

年

二

月

十

四

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

事

務

手

数

料

条

例

（

昭

和

五

十

一

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

二

中

都

市

開

発

部

の

表

の

前

に

次

の

一

表

を

加

え

る

。

 

 

総

務

部

 

 
 

 
 

 
 

         
 

別

表

第

二

都

市

開

発

部

の

表

一

の

項

中

「

第

十

八

条

第

四

項

た

だ

し

書

」

を

「

第

十

八

条

第

五

項

た

だ

し

書

」

に

改

め

、

同

項

の

㈠

中

「

五

千

六

百

円

」

を

「

六

千

九

百

円

」

に

改

め

、

同

項

の

㈡

中

「

九

千

四

百

円

」

を

「

一

万

三

千

円

」

に

改

め

、

同

項

の

㈢

中

「

一

万

四

千

円

」

を

「

二

万

千

円

」

に

改

め

、

同

項

の

㈣

中

「

一

万

九

千

円

」

を

「

二

万

五

千

円

」

に

改

め

、

同

表

一

 

道

路

運

送

車

両

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

五

号

）

第

三

十

四

条

第

二

項

（

同

法

第

七

十

三

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

基

づ

く

臨

時

運

行

の

許

可

の

申

請

に

対

す

る

審

査

 

事

務

 

臨

時

運

行

許

可

申

請

手

数

料

 

 
 

 

名

称

 

一

両

に

つ

き

 

七

百

五

十

円

 

額

 

許

可

申

請

の

と

き

 
 

 
 

徴

収

時

期
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二

の

項

、

三

の

項

及

び

四

の

項

中

「

第

十

八

条

第

四

項

た

だ

し

書

」

を

「

第

十

八

条

第

五

項

た

だ

し

書

」

に

改

め

、

同

表

九

の

項

中

「

第

十

八

条

第

十

七

項

」

を

「

第

十

八

条

第

二

十

一

項

」

に

改

め

、

同

項

の

一

中

「

一

万

千

円

」

を

「

一

万

五

千

円

」

に

改

め

、

同

項

の

二

中

「

一

万

二

千

円

」

を

「

一

万

七

千

円

」

に

改

め

、

同

項

の

三

中

「

一

万

六

千

円

」

を

「

二

万

五

千

円

」

に

改

め

、

同

項

の

四

中

「

二

万

三

千

円

」

を

「

三

万

千

円

」

に

改

め

、

同

表

十

の

項

か

ら

十

二

の

項

ま

で

の

規

定

中

「

第

十

八

条

第

十

七

項

」

を

「

第

十

八

条

第

二

十

一

項

」

に

改

め

、

同

表

十

三

の

項

中

「

第

十

八

条

第

十

七

項

」

を

「

第

十

八

条

第

二

十

一

項

」

に

改

め

、

同

項

の

一

中

「

九

千

九

百

円

」

を

「

一

万

二

千

円

」

に

改

め

、

同

項

の

二

中

「

一

万

千

円

」

を

「

一

万

六

千

円

」

に

改

め

、

同

項

の

三

中

「

一

万

五

千

円

」

を

「

二

万

三

千

円

」

に

改

め

、

同

項

の

四

中

「

二

万

千

円

」

を

「

二

万

九

千

円

」

に

改

め

、

同

表

十

四

の

項

か

ら

十

六

の

項

ま

で

の

規

定

中

「

第

十

八

条

第

十

七

項

」

を

「

第

十

八

条

第

二

十

一

項

」

に

改

め

、

同

表

十

七

の

項

及

び

十

八

の

項

中

「

第

十

八

条

第

二

十

項

」

を

「

第

十

八

条

第

二

十

九

項

」

に

改

め

、

同

表

十

九

の

項

中

「

第

十

八

条

第

二

十

四

項

第

一

号

若

し

く

は

第

二

号

」

を

「

第

十

八

条

第

三

十

八

項

第

一

号

若

し

く

は

第

二

号

」

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

二

都

市

開

発

部

（

都

市

の

低

炭

素

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

八

十

四

号

）

に

基

づ

く

審

査

の

事

務

に

限

る

。

）

の

表

及

び

別

表

第

二

都

市

開

発

部

（

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

七

年

法

律

第

五

十

三

号

）

に

基

づ

く

審

査

の

事

務

に

限

る

。

）

の

表

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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一 
都
市
の 

低
炭
素
化 

の
促
進
に 

関
す
る
法 

律
第
五
十 

四
条
第
一 

項
の
規
定 

に
基
づ
く 

低
炭
素
建 

築
物
新
築 

等
計
画
の 

認
定
の
申 

請
に
対
す 

る
審
査 

事
務 

 

 
 

以
外 

の
場
合 

 

申
請
に
併 

せ
て
区
長
が 

指
定
す
る
者 

（
以
下
「
適 

合
性
確
認
機 

関
」
と
い
う 

が
作
成
し
た 

都
市
の
低
炭 

素
化
の
促
進 

に
関
す
る
法 

律
第
五
十
四 

条
第
一
項
各 

号
に
掲
げ
る 

基
準
に
適
合 

し
て
い
る
こ 

と
を
示
す
書 

類
が
提
出
さ 

れ
た
場
合 

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
の
額
は
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
の 

規
定
に
基
づ
く
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
都
市
開
発
部
の
表
一
の
項
額
の
欄
、
二
の
項
額
の
欄
、
三
の
項
額
の
欄
又
は
四
の
項
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画 

に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
行
う
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
行
う
部
分
ご
と
に
同
表
一
の
二
の
項
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
、
建
築
基
準
法 

第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表
五
の
項
又
は
六
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
の
手
数
料
を
加
え
た
額 

名
称
及
び
額 

 

一
戸
建
て
住 

宅 

 

以
外
の
建 

築
物 

 

一
戸
建
て
住
宅
（
人
の
居
住
以
外
の
用
途
に
供
す
る
部
分
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
） 

仕
様
・
計
算
併
用
法
（
住
宅
部
分
の
外
皮

性
能
を
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
り
評
価
し
、

住
宅
部
分
の
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第

一
号
イ
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
以

下
「
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
」
と
い

う
。
）
を
基
準
省
令
第
十
条
第
二
号
ロ

 
 誘

導
仕
様
基
準
（
住
宅
部
分
の
外
壁
、
窓

等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す

る
誘
導
基
準
及
び
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

量
に
関
す
る
誘
導
基
準
（
令
和
四
年
国
土

交
通
省
告
示
第
千
百
六
号
）
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合 

ロ 

非
住
宅
部
分
（
基
準
省
令
第
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
） 

イ 

住
宅
部
分
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成

二
十
八
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省

令
第
一
号
。
以
下
「
基
準
省
令
」
と
い

う
。
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住

宅
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

三
万
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

二
万
七
百
円 

十
八
万
八
千
円 

十
四
万
九
千
円 

九
万
四
千
三
百
円 

三
万
千
六
百
円 

一
万
九
千
五
百
円 

一
万
千
三
百
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
四
千
七
百
円 

五
万
二
千
八
百
円 

二
万
三
千
八
百
円 

一
万
千
三
百
円 

五
千
八
百
円 

認
定
申
請
の

と
き 徴

収
時
期 

 

都
市
開
発
部
（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
基
づ
く
審
査
の
事
務
に
限
る
。
） 

） 

 

。） 
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以
外
の
建 

築
物 

 

イ 

住
宅
部
分 

標
準
計
算
法
（
基
準
省
令
第
十
条
第
二
号

イ
⑴
及
び
同
号
ロ
⑴
の
基
準
に
よ
り
評
価

す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
一
の

項
及
び
二
の
項
並
び
に
都
市
開
発
部
（
建

築
物
省
エ
ネ
法
）
の
表
の
四
の
項
及
び
五

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合 

の
基
準
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
又
は
住
宅

部
分
の
外
皮
性
能
を
基
準
省
令
第
十
条
第

二
号
イ

の
基
準
に
よ
り
評
価
し
、
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
係
る
基
準
へ
の
適

合
を
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
り
評
価
す
る
方

法
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
一
の
項
及
び

二
の
項
並
び
に
都
市
開
発
部
（
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
）
に
基
づ
く
審
査
の
事
務
に
限
る
。
）

の
表
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
都
市
開

発
部
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
）
の
表
」
と
い

う
。
）
の
四
の
項
及
び
五
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
よ
る
場
合 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場

合 仕
様
・
計
算
併
用
法
に

よ
る
場
合 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る

場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

三
十
九
万
円 

三
十
二
万
九
千
円 

二
十
二
万
九
千
円 

十
三
万
五
千
円 

八
万
千
円 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
六
千
円 

十
七
万
五
千
円 

十
万
円 

五
万
九
千
八
百
円 

十
八
万
三
千
円 

十
二
万
円 

六
万
六
千
九
百
円 

三
万
八
千
七
百
円 

四
万
四
千
九
百
円 

四
万
二
百
円 

三
万
三
千
二
百
円 
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二 

都
市
の 

低
炭
素
化 

の
促
進
に 

関
す
る
法 

律
第
五
十 

五
条
第
一 

項
の
規
定 

に
基
づ
く 

低
炭
素
建 

築
物
新
築 

等
計
画
の 

変
更
の
認 

定
の
申
請 

に
対
す
る 

審
査 

 

 

申
請
に
併 

せ
て
適
合
性 

確
認
機
関
が 

作
成
し
た
都 

市
の
低
炭
素 

化
の
促
進
に 

関
す
る
法
律 

第
五
十
四
条 

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
の
額
は
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
十
五
条
第
二
項 

の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
都
市
開
発
部
の
表
一
の
項
額
の
欄
、
二
の
項
額
の
欄
、
三
の
項
額
の
欄 

又
は
四
の
項
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画
に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
行
う
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
行
う
部
分
ご
と
に
同
表
一
の
二
の
項
額
の
欄 

に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表
五
の
項
又
は
六
の
項
に
掲
げ
る
額 

の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
の
手
数
料
を
加
え
た
額
） 

 

 

以
外
の
建 

築
物 

 

一
戸
建
て
住
宅 

 

イ 

住
宅
部
分 

ロ 

非
住
宅
部 

分 

標
準
入
力
法
等
（
実
際

の
設
計
仕
様
の
条
件
を

基
に
算
定
し
た
一
次
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
及
び

屋
内
周
囲
空
間
の
年
間

熱
負
荷
を
用
い
て
評
価

す
る
方
法
を
い
う
。
以

下
こ
の
表
の
二
の
項
並

び
に
都
市
開
発
部
（
建

築
物
省
エ
ネ
法
）
の
表

の
四
の
項
及
び
五
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に

よ
る
場
合 

モ
デ
ル
建
物
法
（
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の

算
出
に
用
い
る
べ
き
標

準
的
な
建
築
物
及
び
省

令
第
十
条
第
一
号
イ
⑴

の
屋
内
周
囲
空
間
の
年

間
熱
負
荷
（
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
「
屋
内
周

囲
空
間
の
年
間
熱
負

荷
」
と
い
う
。
）
の
算

出
に
用
い
る
べ
き
も
の

と
し
て
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
る
建
築
物
を
用

い
て
評
価
す
る
方
法
を

い
う
。
以
下
こ
の
表
の

二
の
項
並
び
に
都
市
開

発
部
（
建
築
物
省
エ
ネ

法
）
の
表
の
四
の
項
及

び
五
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

三
万
七
千
円 

一
万
六
千
七
百
円 

八
千
円 

四
千
百
円 

八
十
九
万
六
千
円 

七
十
五
万
八
千
円 

六
十
一
万
五
千
円 

四
十
三
万
千
円 

三
十
三
万
四
千
円 

二
十
六
万
六
千
円 

四
十
三
万
四
千
円 

三
十
六
万
千
円 

二
十
七
万
六
千
円 

十
七
万
千
円 

十
二
万
九
千
円 

十
万
二
千
円 

変
更
認
定
申

請
の
と
き 
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以
外
の 

場
合 

第
一
項
各
号 

に
掲
げ
る
基 

準
に
適
合
し 

て
い
る
こ
と 

を
示
す
書
類 

が
提
出
さ
れ 

た
場
合 

 

以
外
の
建 

築
物 

 

一
戸
建
て
住 

宅 

 

イ 

住
宅
部
分 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

ロ 

非
住
宅
部
分 

 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に

よ
る
場
合 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る

場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

二
十
一
万
三
千
円 

十
七
万
九
千
円 

十
二
万
二
千
円 

七
万
五
百
円 

四
万
二
千
円 

十
二
万
七
千
円 

八
万
四
千
八
百
円 

四
万
六
千
五
百
円 

二
万
六
千
八
百
円 

三
万
千
五
百
円 

二
万
八
千
三
百
円 

二
万
三
千
三
百
円 

二
万
千
百
円 

一
万
五
千
百
円 

一
万
四
千
三
百
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

八
万
三
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 
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ロ 

非
住
宅
部 

分 

 

標
準
入
力
法
等
に
よ
る

場
合 

モ
デ
ル
建
物
法
に
よ
る

場
合 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場

合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

六
十
二
万
七
千
円 

五
十
三
万
千
円 

四
十
三
万
円 

三
十
万
千
円 

二
十
三
万
四
千
円 

十
八
万
六
千
円 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
三
千
円 

十
九
万
三
千
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
千
百
円 

七
万
千
六
百
円 

二
十
七
万
三
千
円 

二
十
三
万
千
円 

十
六
万
千
円 

九
万
四
千
六
百
円 

五
万
六
千
八
百
円 

 

 

都
市
開
発
部
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に
基
づ
く
審
査
の
事
務
に
限
る
。
） 

一 

建
築
物 

の
エ
ネ
ル 

ギ
ー
消
費 

性
能
の
向 

上
等
に
関 

す
る
法
律 

第
十
一
条 

第
一
項
た 

 

事
務 

㈠ 

一
戸
建
て
住
宅 

建
築
基
準
法
第
六
条
第
四
項
及
び
同
法
第
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
審
査
の
中
で
行
う
仕
様
基
準
（
住
宅
部
分
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
及
び
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に

関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
誘
導
仕
様
基
準
審
査
手
数
料 

 

建
築
基
準
法
第
六
条
第
四
項
及
び
同
法
第
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
審
査
の
中
で
行
う
仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
審
査
手
数
料
の
額
は
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額 

名
称
及
び
額 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

四
千
七
百
円 

二
千
五
百
円 

確
認
申
請
又

は
計
画
通
知

の
と
き 

徴
収
時
期 
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二 

建
築
物 

の
エ
ネ
ル 

ギ
ー
消
費 

性
能
の
向 

上
等
に
関 

す
る
法
律 

第
十
一
条 

第
一
項
又 

は
第
十
二 

条
第
二
項 

の
規
定
に 

基
づ
く
建 

築
物
エ
ネ 

ル
ギ
ー
消 

費
性
能
適 

合
性
判
定 

 

だ
し
書
又 

は
第
十
二 

条
第
二
項 

た
だ
し
書 

の
規
定
に 

基
づ
く
審 

査
（
同
法 

第
十
一
条 

に
規
定
す 

る
特
定
建 

築
行
為
が 

建
築
物
の 

エ
ネ
ル
ギ 

ー
消
費
性 

能
の
向
上 

等
に
関
す 

る
法
律
施 

行
規
則 

（
平
成
二 

十
八
年
国 

土
交
通
省 

令
第
五
号 

第
二
条
第 

一
項
第
一 

号
イ
又
は 

ロ
に
該
当 

す
る
場
合 

に
限
る
。 

㈠ 

計
画
提
出 

又
は
計
画
通 

知
に
併
せ
て 

建
築
物
の
エ 

ネ
ル
ギ
ー
消 

費
性
能
の
向 

上
等
に
関
す 

る
法
律
第
十 

条
第
一
項
に 

掲
げ
る
基
準 

に
適
合
し
て 

い
る
こ
と
を 

示
す
書
類
と 

し
て
区
長
が 

定
め
る
も
の 

が
提
出
さ
れ 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
額
は
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額 

㈡ 

一
戸
建
て
住
宅
以
外
の
住
宅 

 

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 イ 

住
宅
部
分 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

十
一
万
九
千
円 

九
万
四
千
七
百
円 

五
万
二
千
八
百
円 

二
万
三
千
八
百
円 

一
万
千
三
百
円 

五
千
八
百
円 

六
万
八
千
九
百
円 

五
万
百
円 

三
万
千
三
百
円 

二
万
二
千
三
百
円 

一
万
五
千
九
百
円 

一
万
三
千
三
百
円 

八
千
二
百
円 

四
千
三
百
円 

九
千
四
百
円 

七
千
八
百
円 

計
画
提
出
又

は
計
画
通
知

の
と
き 

 

 

） 

 

） 
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㈡ 

㈠
以
外
の 

場
合 

た
場
合  

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

⑴ 

一
戸
建 

て
住
宅 

 

イ 

住
宅
部 

分 

標
準
計
算
法
（
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
㈠
及
び

同
号
ロ
㈠
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
又
は
基
準
省
令
第
十
条
第

二
号
イ
㈠
及
び
同
号
ロ
㈠
の
基
準
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
、
三
の
項
及
び
六
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
る
場
合 

仕
様
・
計
算
併
用
法
（
住
宅
部
分
の
外
皮
性
能
を
、
仕
様
基

準
若
し
く
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
り
評
価
し
、
住
宅
部
分
の

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二

号
ロ
㈠
若
し
く
は
第
十
条
第
二
号
ロ
㈠
の
基
準
に
よ
り
評
価

す
る
方
法
又
は
住
宅
部
分
の
外
皮
性
能
を
基
準
省
令
第
一
条

第
一
項
第
二
号
イ
㈠
若
し
く
は
基
準
省
令
第
十
条
第
二
号
イ

㈠
の
基
準
に
よ
り
評
価
し
、
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
係

る
基
準
へ
の
適
合
を
仕
様
基
準
若
し
く
は
誘
導
仕
様
基
準
に

よ
り
評
価
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
三
の
項
及
び

六
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合 

仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

ロ 

非
住
宅
部
分 仕

様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

十
八
万
三
千
円 

十
二
万
円 

六
万
六
千
九
百
円 

三
万
八
千
七
百
円 

四
万
四
千
九
百
円 

四
万
二
百
円 

三
万
三
千
二
百
円 

三
万
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

二
万
七
百
円 

十
八
万
八
千
円 

十
四
万
九
千
円 

九
万
四
千
三
百
円 

三
万
千
六
百
円 

一
万
九
千
五
百
円 

一
万
千
三
百
円 
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ハ 

ロ
以
外 

の
非
住
宅 

部
分
の
場 

合 

ロ 

非
住
宅
部
分
の
用
途
が
工
場
等
（
工
場
、
危
険
物
の
貯

 

蔵
又
は
処
理
に
供
す
る
も
の
、
水
産
物
の
増
殖
場
又
は
養

 

殖
場
、
倉
庫
、
卸
売
市
場
及
び
火
葬
場
、
と
畜
場
、
汚
物

 

処
理
場
、
ご
み
焼
却
場
そ
の
他
の
処
理
施
設
を
い
う
。
以

 

下
同
じ
。
）
の
み
の
場
合 

 

モ
デ
ル
建
物
法
（
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

の
算
出
に
用
い
る
べ
き
標
準
的
な
建
築
物
を

用
い
て
評
価
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
、
三
の
項
及
び
六
の
項
に
お
い
て
同
じ
。 

 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

十
二
万
九
千
円 

十
万
二
千
円 

十
八
万
八
千
円 

十
四
万
九
千
円 

九
万
四
千
三
百
円 

三
万
千
六
百
円 

一
万
九
千
五
百
円 

一
万
千
三
百
円 

三
十
九
万
円 

三
十
二
万
九
千
円 

二
十
二
万
九
千
円 

十
三
万
五
千
円 

八
万
千
円 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
六
千
円 

十
七
万
五
千
円 

十
万
円 

五
万
九
千
八
百
円 

 

 

） 
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三 

建
築
物 

の
エ
ネ
ル 

ギ
ー
消
費 

性
能
の
向 

上
等
に
関 

す
る
法
律 

第
十
一
条 

第
二
項
又 

は
第
十
二 

条
第
三
項 

の
規
定
に 

基
づ
く
建 

築
物
エ
ネ 

ル
ギ
ー
消 

費
性
能
確 

保
計
画
の 

変
更
に
係 

る
建
築
物 

エ
ネ
ル
ギ 

ー
消
費
性 

  

㈠ 

変
更
計
画 

提
出
又
は
変 

更
計
画
通
知 

に
併
せ
て
建 

築
物
の
エ
ネ 

ル
ギ
ー
消
費 

性
能
の
向
上 

等
に
関
す
る 

法
律
第
十
条 

第
一
項
に
掲 

げ
る
基
準
に 

適
合
し
て
い 

る
こ
と
を
示 

す
書
類
と
し 

て
区
長
が
定 

め
る
も
の
が 

提
出
さ
れ
た 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
額
は
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額 

 

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

 

ロ 

非
住
宅
部
分 

イ 

住
宅
部
分 

 

標
準
入
力
法
等
（
実
際
の
設
計
仕
様
の
条
件

を
基
に
算
定
し
た
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

を
用
い
て
評
価
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
、
三
の
項
及
び
六
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
る
場
合 

に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

八
千
円 

八
万
三
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 

三
万
七
千
円 

一
万
六
千
七
百
円 

八
千
円 

四
千
百
円 

八
十
九
万
六
千
円 

七
十
五
万
八
千
円 

六
十
一
万
五
千
円 

四
十
三
万
千
円 

三
十
三
万
四
千
円 

二
十
六
万
六
千
円 

四
十
三
万
四
千
円 

三
十
六
万
千
円 

二
十
七
万
六
千
円 

十
七
万
千
円 

変
更
計
画
提

出
又
は
変
更

計
画
通
知
の

と
き 
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- 13 - 

 

                   

能
適
合
性 

判
定 

㈡ 

㈠
以
外
の 

場
合 

場
合 

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

⑴ 
一
戸
建 

て
住
宅 

 

イ 

住
宅
部 

分 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

十
二
万
二
千
円 

七
万
五
百
円 

四
万
二
千
円 

十
二
万
七
千
円 

八
万
四
千
八
百
円 

四
万
六
千
五
百
円 

二
万
六
千
八
百
円 

三
万
千
五
百
円 

二
万
八
千
三
百
円 

二
万
三
千
三
百
円 

二
万
千
百
円 

一
万
五
千
百
円 

一
万
四
千
三
百
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 
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ハ 

ロ
以
外 

の
非
住
宅 

部
分
の
場 

合 

ロ 
非
住
宅
部
分
の
用
途
が
工
場
等
の
み
の
場
合 

 

モ
デ
ル
建
物
法
に
よ
る
場
合 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

二
十
五
万
三
千
円 

十
九
万
三
千
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
千
百
円 

七
万
千
六
百
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

二
十
七
万
三
千
円 

二
十
三
万
千
円 

十
六
万
千
円 

九
万
四
千
六
百
円 

五
万
六
千
八
百
円 

二
十
一
万
三
千
円 

十
七
万
九
千
円 
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四 

建
築
物 

の
エ
ネ
ル 

ギ
ー
消
費 

性
能
の
向 

上
等
に
関 

す
る
法
律 

第
三
十
条 

第
一
項
の 

規
定
に
基 

づ
く
建
築 

物
エ
ネ
ル 

ギ
ー
消
費 

性
能
向
上 

計
画
の
認 

定
の
申
請 

に
対
す
る 

審
査 

 

㈠ 

申
請
に
併 

せ
て
建
築
物 

の
エ
ネ
ル
ギ 

ー
消
費
性
能 

の
向
上
等
に 

関
す
る
法
律 

第
三
十
条
第 

一
項
各
号
に 

掲
げ
る
基
準 

に
適
合
し
て 

い
る
こ
と
を 

示
す
書
類
と 

し
て
区
長
が 

定
め
る
も
の 

が
提
出
さ
れ 

た
場
合 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
の
額
は
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る

 

法
律
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
都
市
開
発
部
の
表
一
の
項
額
の
欄
、
二
の
項
額
の
欄
、
三
の
項
額
の
欄
又
は
四
の
項
額
の
欄
に
掲
げ
る

 

額
（
申
請
に
係
る
計
画
に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
行
う
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
部
分
ご
と
に
同
表
一
の
二
の
項
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七

 

条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表
五
の
項
又
は
六
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
） 

 

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

 

ロ 

非
住
宅
部
分 

イ 

住
宅
部
分 

 

標
準
入
力
法
等
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

三
万
千
六
百
円 

一
万
九
千
五
百
円 

一
万
千
三
百
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
四
千
七
百
円 

五
万
二
千
八
百
円 

二
万
三
千
八
百
円 

一
万
千
三
百
円 

五
千
八
百
円 

六
十
二
万
七
千
円 

五
十
三
万
千
円 

四
十
三
万
円 

三
十
万
千
円 

二
十
三
万
四
千
円 

十
八
万
六
千
円 

三
十
万
四
千
円 

認
定
申
請
の

と
き 

 

 



第２２号議案 

- 16 - 

 

                   

 

㈡ 
㈠
以
外
の 

場
合 

 

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

⑴ 

一
戸
建 

て
住
宅 

 

イ 

住
宅
部 

分 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
六
千
円 

十
七
万
五
千
円 

十
万
円 

五
万
九
千
八
百
円 

十
八
万
三
千
円 

十
二
万
円 

六
万
六
千
九
百
円 

三
万
八
千
七
百
円 

四
万
四
千
九
百
円 

四
万
二
百
円 

三
万
三
千
二
百
円 

三
万
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

二
万
七
百
円 

十
八
万
八
千
円 

十
四
万
九
千
円 

九
万
四
千
三
百
円 

 

 



第２２号議案 

- 17 - 

 

                   

五 

建
築
物 

の
エ
ネ
ル 

ギ
ー
消
費 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
の
額
は
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関

 

す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
都
市
開
発
部
の
表
一
の
項
額
の
欄
、
二
の
項
額
の 

 
 

ロ 

非
住
宅 

部
分 

 

標
準
入
力
法
等
に
よ
る
場
合 

モ
デ
ル
建
物
法
に
よ
る
場
合 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

八
十
九
万
六
千
円 

七
十
五
万
八
千
円 

六
十
一
万
五
千
円 

四
十
三
万
千
円 

三
十
三
万
四
千
円 

二
十
六
万
六
千
円 

四
十
三
万
四
千
円 

三
十
六
万
千
円 

二
十
七
万
六
千
円 

十
七
万
千
円 

十
二
万
九
千
円 

十
万
二
千
円 

三
十
九
万
円 

三
十
二
万
九
千
円 

二
十
二
万
九
千
円 

十
三
万
五
千
円 

八
万
千
円 

変
更
認
定
申

請
の
と
き 

 

 



第２２号議案 

- 18 - 

 

                   

性
能
の
向

上
等
に
関

す
る
法
律

第
三
十
一

条
第
一
項

の
規
定
に

基
づ
く
建

築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費
性
能
向

上
計
画
の

変
更
の
認

定
の
申
請

に
対
す
る

審
査 

㈡ 

㈠
以
外
の 

場
合 

㈠ 

申
請
に
併 

せ
て
建
築
物 

の
エ
ネ
ル
ギ 

ー
消
費
性
能 

の
向
上
等
に 

関
す
る
法
律 

第
三
十
条
第 

一
項
各
号
に 

掲
げ
る
基
準 

に
適
合
し
て 

い
る
こ
と
を 

示
す
書
類
と 

し
て
区
長
が 

定
め
る
も
の 

が
提
出
さ
れ 

た
場
合 

欄
、
三
の
項
額
の
欄
又
は
四
の
項
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画
に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
行
う
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
部
分
ご
と
に
同
表
一
の
二
の
項
額
の
欄
に
掲
げ
る
額

の
手
数
料
を
加
え
た
額
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表
五
の
項
又
は
六
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加

え
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
） 

⑴ 

一
戸
建 

て
住
宅 

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 標

準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

ロ 
非
住
宅
部
分 

イ 

住
宅
部
分 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

二
万
八
千
三
百
円 

二
万
三
千
三
百
円 

二
万
千
百
円 

一
万
五
千
百
円 

一
万
四
千
三
百
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

八
万
三
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 

三
万
七
千
円 

一
万
六
千
七
百
円 

八
千
円 

四
千
百
円 

 

 



第２２号議案 

- 19 - 

 

                   

 
 

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

 

ロ 

非
住
宅 

部
分 

イ 

住
宅
部 

分 

 

モ
デ
ル
建
物
法
に
よ
る
場
合 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

十
一
万
九
千
円 

九
万
千
百
円 

七
万
千
六
百
円 

二
十
七
万
三
千
円 

二
十
三
万
千
円 

十
六
万
千
円 

九
万
四
千
六
百
円 

五
万
六
千
八
百
円 

二
十
一
万
三
千
円 

十
七
万
九
千
円 

十
二
万
二
千
円 

七
万
五
百
円 

四
万
二
千
円 

十
二
万
七
千
円 

八
万
四
千
八
百
円 

四
万
六
千
五
百
円 

二
万
六
千
八
百
円 

三
万
千
五
百
円 
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六 

建
築
物 

の
エ
ネ
ル 

ギ
ー
消
費 

性
能
の
向 

上
等
に
関 

す
る
法
律 

施
行
規
則 

第
十
三
条 

の
規
定
に 

基
づ
く
建 

築
物
エ
ネ 

ル
ギ
ー
消 

費
性
能
確 

保
計
画
の 

変
更
が
軽 

微
な
変
更 

に
該
当
し 

て
い
る
こ 

と
の
証
明 

 

㈠ 

軽
微
な
変 

更
に
該
当
し 

て
い
る
こ
と 

の
証
明
の
申 

請
に
併
せ
て 

建
築
物
の
エ 

ネ
ル
ギ
ー
消 

費
性
能
の
向 

上
等
に
関
す 

る
法
律
施
行 

規
則
第
五
条 

に
掲
げ
る
軽 

微
な
変
更
に 

該
当
し
て
い 

る
こ
と
を
示 

す
書
類
と
し 

て
区
長
が
定 

め
る
も
の
が 

提
出
さ
れ
た 

場
合 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
手
数
料 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
手
数
料
の
額
は
、
次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額 

 

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

 

ロ 

非
住
宅
部
分 

イ 

住
宅
部
分 

 

標
準
入
力
法
等
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

八
万
三
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 

三
万
七
千
円 

一
万
六
千
七
百
円 

八
千
円 

四
千
百
円 

六
十
二
万
七
千
円 

五
十
三
万
千
円 

四
十
三
万
円 

三
十
万
千
円 

二
十
三
万
四
千
円 

十
八
万
六
千
円 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
三
千
円 

十
九
万
三
千
円 

交
付
申
請
の

と
き 
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㈡ 

㈠
以
外
の 

場
合 

 

⑵ 

⑴
以
外 

の
建
築
物 

⑴ 

一
戸
建 

て
住
宅 

 

イ 

住
宅
部 

分 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合 

仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

九
万
四
千
六
百
円 

五
万
六
千
八
百
円 

二
十
一
万
三
千
円 

十
七
万
九
千
円 

十
二
万
二
千
円 

七
万
五
百
円 

四
万
二
千
円 

十
二
万
七
千
円 

八
万
四
千
八
百
円 

四
万
六
千
五
百
円 

二
万
六
千
八
百
円 

三
万
千
五
百
円 

二
万
八
千
三
百
円 

二
万
三
千
三
百
円 

二
万
千
百
円 

一
万
五
千
百
円 

一
万
四
千
三
百
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 
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ハ 

ロ
以
外 

の
非
住
宅 

部
分
の
場 

合 

ロ 

非
住
宅
部
分
の
用
途
が
工
場
等
の
み
の
場
合 

 

標
準
入
力
法
等
に
よ
る
場
合 

モ
デ
ル
建
物
法
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

三
十
万
千
円 

二
十
三
万
四
千
円 

十
八
万
六
千
円 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
三
千
円 

十
九
万
三
千
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
千
百
円 

七
万
千
六
百
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

二
十
七
万
三
千
円 

二
十
三
万
千
円 

十
六
万
千
円 
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別

表

第

二

生

活

振

興

部

の

表

中

一

の

項

を

削

り

、

二

の

項

を

一

の

項

と

し

、

三

の

項

を

二

の

項

と

す

る

。

 

 
 

 
 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

六
十
二
万
七
千
円 

五
十
三
万
千
円 

四
十
三
万
円 

 

 

備
考 

 

一 

省
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た

場
合
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
又
は
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が

軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
の
二
の
項
㈡
の
⑵
の
ハ
、
三
の
項
㈡
の
⑵
の
ハ
又
は
六
の
項
㈡
の
⑵
の
ハ
に
掲
げ
る
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
場
合
と
み
な
し
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

 

二 

省
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、

か
つ
、
省
令
第
十
条
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め
に
誘
導

す
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
又
は
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

「
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
の
四
の
項
㈡
の
⑵
の
ロ
又
は
五
の
項
㈡
の
⑵
の
ロ
に
掲
げ
る
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
場
合
と
み
な
し
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

三 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
の
他
の
建
築
物
（
同
項
に
規
定
す
る
他
の
建
築
物
を
い
う
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
及
び
当
該
他
の
建
築
物
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合

性
判
定
を
同
様
の
評
価
の
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
二
の
項
㈠
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

四 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
に

係
る
他
の
建
築
物
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
及
び
当
該
他
の
建
築
物
に
お

け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
同
様
の
評
価
の
方
法
に
よ
り
行
っ
た
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
三
の
項
㈠
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

五 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
又
は
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が
軽
微
な
変

更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
に
係
る
手
数
料
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
適
合
性
判
定
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
算
出
に
お
い
て
、
複
合
建
築
物
（
住
宅
部
分
と
非
住
宅
部
分
と
を
含
む
建
築
物
を
い
う
。
）
の
共
用
部
分
は
、
居
住

者
以
外
の
者
の
み
が
利
用
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
居
住
者
の
み
が
利
用
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
よ
り
大
き
く
な
る
場
合
に
、
非
住
宅
部
分
と
し
て
取
り
扱
う
。 

六 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
部
に
間
仕
切
壁
又
は
戸
を
有
し
な
い
階
又
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
の
床
面
積
に
対
す
る
常
時
外

気
に
開
放
さ
れ
た
開
口
部
の
面
積
の
合
計
の
割
合
が
二
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の
に
該
当
す
る
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
適
合
性
判
定
手
数
料
等
の
額
は
、
当
該
部
分
を
含
む
建
築
物
の
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す

る
。 

七 

非
住
宅
部
分
の
一
部
に
工
場
等
の
用
途
を
含
む
一
の
建
築
物
の
適
合
性
判
定
手
数
料
等
の
額
は
、
非
住
宅
部
分
の
用
途
が
工
場
等
の
み
の
場
合
以
外
の
非
住
宅
部
分
の
場
合
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

八 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数

料
の
額
は
、
申
請
建
築
物
（
同
項
に
規
定
す
る
申
請
建
築
物
を
い
う
。
）
の
部
分
に
係
る
額
及
び
他
の
建
築
物
の
部
分
に
係
る
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

九 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請

手
数
料
の
額
は
、
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
を
行
う
建
築
物
の
部
分
に
係
る
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
お
い
て
、
他
の
建
築
物
と
し
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
新
た
に
記
載
す
る

場
合
の
当
該
他
の
建
築
物
の
部
分
に
係
る
額
は
、
こ
の
表
の
四
の
項
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

十 

適
合
性
判
定
手
数
料
等
（
仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
以
外
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
（
誘
導
仕
様
基
準
以
外
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
一
戸
建
て
住
宅
以
外
の
住
宅
の
申
請
の
場
合

の
手
数
料
の
額
は
、
住
戸
部
分
及
び
共
用
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
共
用
部
分
が
存
在
し
な
い
場
合
又
は
共
用
部
分
を
除
く
場
合
は
、
当
該
共
用
部
分
の
床
面
積
は
加
算
し
な
い
。 

十
一 

適
合
性
判
定
手
数
料
等
（
仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
（
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
一
戸
建
て
住
宅
以
外
の
住
宅
の
申
請
の
場
合
の
手
数

料
の
額
は
、
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
い
た
床
面
積
の
合
計
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

十
二 

気
候
風
土
適
応
住
宅
（
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
た
だ
し
書
に
規
定
さ
れ
る
地
域
の
気
候
及
び
風
土
に
応
じ
た
住
宅
を
い
う
。
）
の
建
築
基
準
法
第
六
条
第
四
項
及
び
同
法
第
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
審
査
の
中
で
行
う
仕

様
基
準
審
査
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
表
の
一
の
項
の
場
合
と
み
な
し
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

十
三 

気
候
風
土
適
応
住
宅
の
適
合
性
判
定
手
数
料
、
気
候
風
土
適
応
住
宅
の
変
更
に
係
る
適
合
性
判
定
手
数
料
又
は
気
候
風
土
適
応
住
宅
の
変
更
が
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
表
の
二
の
項
㈡
の
⑴

若
し
く
は
㈡
の
⑵
の
イ
、
三
の
項
㈡
の
⑴
若
し
く
は
㈡
の
⑵
の
イ
又
は
六
の
項
㈡
の
⑴
若
し
く
は
㈡
の
⑵
に
掲
げ
る
仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合
と
み
な
し
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

十
四 

複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
の
用
途
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
に
規
定
す
る
用
途
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
非
住
宅
部
分
の
適
合
性
判
定
手
数
料
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
又
は
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
表
の
二
の
項
㈡
の
⑵
の
ロ
、

三
の
項
㈡
の
⑵
の
ロ
又
は
六
の
項
㈡
の
⑵
の
ロ
に
掲
げ
る
工
場
等
の
み
の
場
合
と
み
な
し
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 
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付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

 

自

動

車

の

臨

時

運

行

の

許

可

の

申

請

に

対

す

る

審

査

事

務

の

担

当

部

署

を

変

更

す

る

と

と

も

に

、

建

築

基

準

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

一

号

）

及

び

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

七

年

法

律

第

五

十

三

号

）

の

改

正

に

伴

い

、

手

数

料

の

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

        


